
「
低
線
量
Ｃ
Ｔ
肺
が
ん
検
診
」

を
実
施
中

　

鷹
巣
診
療
所
で
は
、
昨
年
導
入

し
た
最
新
型
マ
ル
チ
型
X
線
Ｃ
Ｔ

装
置
を
使
っ
て
、
３
月
31
日
ま
で

「
低
線
量
Ｃ
Ｔ
肺
が
ん
検
診
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
が
ん
に
よ
る
死

因
が
第
１
位
で
あ
る
肺
が
ん
の
早

期
発
見
と
早
期
治
療
に
よ
り
、
肺

が
ん
に
よ
る
死
亡
の
減
少
を
目
的

に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

検
診
費
用
８
５
０
０
円
の
う
ち

５
９
５
０
円
を
県
が
助
成
し
ま
す

の
で
、
自
己
負
担
は
２
５
５
０
円

で
す
。

　

な
お
、
検
診
を
受
け
ら
れ
る
対

象
者
は
、
検
診
当
日
、
満
50
歳
以

上
の
か
た
で
す
の
で
、
運
転
免
許

証
な
ど
で
確
認
し
ま
す
。

　

肺
が
ん
の
治
療
中
、
ま
た
は
肺

が
ん
の
疑
い
で
経
過
観
察
中
、
肺

が
ん
手
術
後
の
か
た
は
除
か
れ
ま

す
。
特
に
、
喫
煙
者
は
こ
の
機
会

に
検
診
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。

　

検
診
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、

電
話
で
予
約
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鷹
巣
診
療
所

　

☎
（
86
）
０
０
５
４

「
地
域
医
療
フ
ォ
ー
ラ
ム

i
n
出
水
」
開
催

　

小
児
科
医
を
始
め
と
し
た
医
師

不
足
が
深
刻
化
す
る
な
ど
、
地
域

医
療
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
、
厳
し
さ
を

増
し
て
い
ま
す
。

　

鹿
児
島
県
の
主
催
に
よ
り
出
水

地
区
２
市
１
町
と
の
共
催
で
、「
地

域
医
療
フ
ォ
ー
ラ
ム
i
n
出
水

　

～
地
域
医
療
を
守
る
た
め
に

～
」
が
次
の
と
お
り
開
催
さ
れ
ま

す
。
地
域
医
療
を
担
う
医
療
関
係

者
、
行
政
関
係
者
と
一
緒
に
、
地

域
医
療
の
現
状
と
将
来
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、

多
く
の
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待

ち
し
て
ま
す
。

○
日
時

　

２
月
17
日
（
木
）

　

午
後
６
時
30
分
～
午
後
９
時

○
場
所

　

出
水
市
音
楽
ホ
ー
ル

○
入
場
料

　

無
料

○
内
容

　

・
基
調
講
演

　
［
講
師
］
河
野
嘉
文
氏

　
［
演
題
］
地
方
に
お
け
る
小
児

　

科
医
療
の
現
状
と
将
来　

～
医

　

療
資
源
保
護
と
効
率
化
を
目
指

　

し
て
～
」

　

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　
［
テ
ー
マ
］「
県
境
の
地
域
医
療

　

は
今
？　

～
こ
れ
か
ら
の
地
域

　

医
療
を
考
え
る
～
」

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
医
療
制
度
改
革
推
進
室

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
７
３
８

　

出
水
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
経
営
企
画
課

　

☎
（
67
）
１
６
１
１

「
に
せ
税
理
士
」
に
ご
注
意

　

所
得
税
、
消
費
税
、
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
の
時
期
と
な
り
ま

し
た
。

　

決
算
書
や
申
告
書
な
ど
の
税
務

書
類
の
作
成
な
ど
を
依
頼
す
る
場

合
は
、
そ
の
人
が
正
規
の
税
理
士

で
あ
る
か
、
よ
く
確
認
し
て
か
ら

依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

　

税
理
士
の
資
格
の
な
い
人
が
、

税
務
代
理
や
税
務
書
類
の
作
成
、

税
務
相
談
を
す
る
こ
と
は
、
税
理

士
法
で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、「
に
せ
税
理
士
」
は
、

法
律
に
違
反
す
る
だ
け
で
な
く
、

税
務
署
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
や
調

査
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、

あ
な
た
に
代
わ
っ
て
答
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
、
結
果
的
に
あ

な
た
自
身
が
大
き
な
被
害
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め

に
　

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た
。
平
成
22
年
分
の
所
得

税
確
定
申
告
時
期
は
、
２
月
16
日

（
水
）
か
ら
３
月
15
日
（
火
）
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
所

得
金
額
や
税
額
を
正
し
く
計
算
し

て
納
税
す
る
申
告
納
税
制
度
を
採

っ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
と
納
税

は
、
期
限
内
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ

い
。
確
定
申
告
書
の
提
出
は
、
郵

送
で
も
で
き
ま
す
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
り
ま
す

と
、
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、

長
時
間
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
申
告
を
お
済
ま

せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
簡
単
に
申
告
書
の
作
成

が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０
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